
しらおい周遊クーポン事業 
 

（１）事業内容 

  観光客の周遊を図るべく、飲食・物販等施設で利用できる３００円分のク

ーポンを配布し、クーポン利用額を各施設に助成するもの。ただし、クーポ

ンの利用において、本事業に参加する店舗において１回の会計で１,０００

円以上を利用した場合に限る。 

 

（２）使用制限 

以下の購入や支払いには使用いただけません。 

  現金への引換、公共料金、保険適用の医療・介護サービス、各種商品券、印

紙、切手、官製はがき、電子マネーへのチャージ、プリペイドカード、たば

こ、町指定ごみ袋、家賃や駐車場利用、事業者間の決済等 

 

（３）クーポン券配布場所（予定） 

参加事業者、役場、観光協会、商工会、白老駅等 

 

（４）実施期間 

  令和３年１０月１日（金）～１２月２５日（土） ※予定 

   新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業開始日を延期する可

能性があります。 

 

（５）申込み 

  対  象：観光客向けに飲食店及び物販等を営業する事業者 

  提出書類：①参加申込書（様式第１号） 

②誓約書（様式第２号） 

期  限：令和３年９月７日（火）まで 

提 出 先：提出書類一式を下記まで提出してください。 

〒０５９－０９０２  白老町若草町１丁目１番２１号 

一般社団法人白老観光協会 

 

 

 

 

 



（６）事業の流れ 

９月７日（火）まで   申込書提出 

 

９月３０日（木）まで  助成上限額通知 

 

１０月１日（金）から  事業開始 

 

１２月２５日（土）   事業終了 

 

１月１５日まで     観光協会へ実績報告、助成額請求 

※受理後、３０日以内に振込み 

・利用者に対する対応 

精 算 時  ①１，０００円以上利用した利用者が施設にクーポン券を渡

す。 

       ②料金から３００円分を割引し、精算。 

 

精 算 後  利用済みのクーポン券を保管し、令和４年１月１５日（土）ま

でに実績報告と請求をしてください。 

 

※注意事項  通知する助成上限額以上の助成はできませんので、ご注意くだ

さい。 

 

（７）問合せ 一般社団法人白老観光協会 

   電話 ０１４４－８２－２２１６／ＦＡＸ ０１４４－８２－４５１７ 

   メール info@shiraoi.net 


